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第 1章 策定の趣旨  

 

１ これまでの行財政改革の取組状況 

  

本町では、平成１８年度から「三種町集中改革プラン」による聖域なき改革

の取り組みを始め、平成２０年度から平成２１年度までは「三種町行財政改革

推進計画」で人件費の削減や収納対策の強化、平成２２年度～令和２年度「三

種町行財政改革大綱（第１期）～（第２期）」を策定し、あわせて行財政改革

推進計画を実施することにより、財政の健全化、組織機構改革による行政のス

リム化、住民との協働・連携及びサービスの向上に取り組んできました。 

 

【これまでの取り組みとテーマ等】 

三種町集中改革プラン（平成１７～２１年度） 

○自主的・自立的な三種町行財政改革実現に向けて 

 

三種町行財政改革実施計画（平成２０～２１年度） 

○町の歳出見直しによる経常経費の削減 

 

三種町行財政改革大綱（平成２２～平成２６年度） 

１．社会の変化に対応したサービスの提供と自主自立のまちづくり推進 

２．柔軟で効率的な行政運営の確立 

３．持続可能な財政基盤の確立 

 

三種町行財政改革大綱（第２期）（平成２７～令和２年度） 

１．住民主体の協働のまちづくり 

２．効率的・効果的な行政運営 

３．健全な財政運営 
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２ 行財政改革大綱（第２期）における主な取り組みと成果 

 

① 住民主体の協働のまちづくり 

住民主体の協働のまちづくりを掲げ、情報の共有化、自治会や自主的組織活

動支援や公共施設の効率的な運営に取り組み、一定の成果が見られました。 

情報の共有化については、防災行政無線施設統合整備事業によるデジタル化

を行うことで迅速な情報発信ができるようにし、また、メール配信や電話応答

サービスによる新しい機能も追加し、放送を聞くことが出来なかった場合の対

応も行いました。 

自治会との連携強化については、自治会長会議において地区の課題や要望に

対応しているほか、自治会交付金や集会所等施設整備費補助金により自治会活

動の支援を継続しています。 

自主活動組織等の活動支援については、平成２４年度からスタートした元気

づくり支援事業を６年間、その後、平成３０年度から若者活動支援事業を行い、

自主的な組織活動の支援を推進してきました。元気づくり支援事業では、交流

イベントの開催や伝統芸能の拡充、環境の美化や景観維持、地区の防災訓練や

冬期除排雪支援など延べ２４３団体に活用され、地域の活性化が図られました。

若者活動支援事業では、地域資源を活用したイベントや地域の人材を活かした

事業など延べ２１団体を支援し、次世代を担う若者の活動に一定の成果が見ら

れました。 

公共施設の効率的な運営については、住民とともに公共施設を取り巻く諸問

題解決のため、公共施設総合管理計画・個別施設計画を策定しました。今後は

この計画に沿って進めることとなります。 

   

② 効率的・効果的な行政運営 

これまでも行政運営については、支所を中心に職員数の減少に合わせ、段階

的に本庁機能と支所機能の統廃合し、組織機構の見直しを進めてきました。  

現在は、支所方式をしながらも、ほとんどの業務が本庁へ集約され、窓口業

務などを支所機能として維持し、住民サービスの低下を招かないようにしてい

ます。 

また、少子化による本町の保育及び教育環境の整備について、保育園では、

森岳保育園と下岩川保育園が統合し、さらに今後を見据えた検討を進めること

としています。学校の在り方については、小・中学校再編の方向性が検討され、

小・中学校のあるべき姿について、児童生徒の教育機会均等及び教育水準向上
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のための望ましい教育環境を確保する観点から、小学校については３地域ごと

に１校に再編、中学校については町１校に再編することで方向付けられました。 

住民サービスの充実については、県からの権限移譲事務を受け入れ、住民・

事業所の手続き効率化を推進しました。 

職員の資質向上については、来庁者アンケート、人事評価制度や能力開発研

修を実施し、職員の意識改革への取り組みを行いました。 

 

③ 健全な財政運営 

定員管理計画や行財政改革推進計画による人件費・公債費等経常経費の縮減、

また事業の選択と集中による計画的な予算執行により、現在は収支の均衡が保

たれ、平成１８年度に４，５００万円であった財政調整基金が、令和元年度末

には３９億円と持続可能な財政基盤の確立に向け一定の残高を維持しています。 

また、ふるさと納税については、ＷＥＢサイトの活用や特産品の充実、オン

ライン決済の導入等を実施し、県内下位で低迷していた寄付額が大幅に伸び、

町の収入確保につながりました。 
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３ 行財政運営の現状と課題 

 

（１）人口減少と将来人口 

 

合併時、町の人口は２万人を超える規模でしたが、平成２７年度の国勢調査

人口では１７，０７８人、令和２年４月の住民基本台帳人口では１６，０３９

人と減少しています。国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、令

和２７年までに町の人口がおよそ７，４１５人に減少する見込みとなっていま

す。人口減少・少子高齢化は、行政事務を高度化・多様化させ、地域づくりや

行政サービスに大きな課題をもたらしています。 

これからの地域づくりを支えていくためには、行政だけではなく、住民、各

団体が適切な役割を分担し、相互に協働・連携することで取り組んでいく必要 

 があります。 

 

 

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」 
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（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年推計）」 

 

（２）財政運営の健全化 

財政運営面では、これまでの行財政改革での取り組みにより、基金残高も増

加し、各種財政指標の改善が図られ、現在は安定した財政状況にあります。 

しかし、財政の中長期見通しでは、今後の町税や地方交付税について、人口

減少等の影響による減収が見込まれるほか、社会保障への対応や老朽化施設の

大規模改修などによる歳出の増加が見込まれるため、収支不足が続くとみられ

ています。 

そのため、計画性のある事業実施と重点施策の優先実施により、効果的・効

率的な財政運営を図る必要があります。 
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【三種町の健全化判断比率】               （単位：%） 

指標区分 令和元年 早期健全化基準 財政再生基準 
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※財政再生基準 

 地方公共団体が財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、国

の管理の下で財政再生団体として財政再建を図るべき基準として定められた数値 
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【財政の中・長期見通し（R3~R11）】 

区 分 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 

 地方税 1,404 1,425 1,414 1,403 1,392 1,382 1,371 1,360 1,350 

  地方譲与税 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

  地方交付税 4,789 4,769 4,749 4,729 4,709 4,689 4,669 4,649 4,629 

  国県支出金 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

  地方債 621 635 849 1,145 1,595 491 481 471 461 

  
その他 826 815 844 813 797 780 759 737 725 

歳 入 計 9,006 9,010 9,222 9,456 9,859 8,708 8,646 8,583 8,531 

  義務的経費 4,073 4,161 4,140 4,043 3,961 3,956 3,888 3,969 3,875 

    （人件費） 1,690 1,690 1,650 1,660 1,650 1,670 1,630 1,690 1,680 

    （扶助費） 1,209 1,211 1,214 1,216 1,219 1,221 1,224 1,226 1,228 

    （公債費） 1,174 1,260 1,276 1,167 1,092 1,065 1,034 1,053 967 

  投資的経費 534 534 534 534 534 534 534 534 534 

  

  

その他経費 4,596 4,599 4,840 5,115 5,571 4,368 4,335 4,301 4,271 

歳 出 計 9,203 9,294 9,514 9,692 10,066 8,858 8,757 8,804 8,680 

歳入歳出差引 ▲197 ▲284 ▲292 ▲236 ▲207 ▲150 ▲111 ▲221 ▲149 

累積収支 ▲197 ▲482 ▲774 ▲1,009 ▲1,217 ▲1,367 ▲1,478 ▲1,698 ▲1,847 
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４ 行財政改革大綱（第３期）の策定 

  

（１ ）基本理念 

三種町みらい創造プランに基づく事業実施を積極的に支えるとともに、町の

将来像を見据え、人口減少・少子高齢化社会に対応する行政サービスを確保し、

誰もが安全・安心で豊かに暮らすことができるまちづくりを進めるために行財

政改革に取り組みます。 

 

（２ ）改革の柱 

①行政運営の効率化と行政改革の推進 

 限られた財源と職員数で最大の効果が発揮できるよう、組織と事務事業の見

直しや職員の意識と能力の向上を図るほか、民間委託や情報通信技術を活用し

た行政サービスの向上に取り組みます。 

 

 

 

 

②健全な財政運営 

 長期的な視点から、計画性を持った事業実施と重点施策への優先的な予算配

分を行い、効果的・効率的な財政運営を図ります。 

 また、公共施設の維持管理コストの縮減、公共施設更新に係る費用負担の軽

減を図ります。 

 

  

 

③広域連携の推進 

広域圏市町村連携を推進し、多分野における事業で連携・協力することで、

生活機能を確保しながら地域の活性化を図る他、効率的な行政運営と経費の削

減を目指します。 

  

事業の選択と集中、公債費の縮減、経常経費の削減、職員数等の適

正管理、所得及び税収入等の向上、多様な収入の確保、受益者負担

の見直し、施設の適切な管理運営、施設の長期的な再配置計画 

組織・機構の見直し、事務事業の見直し、住民サービスの充実、事

務手続き・業務の効率化、職員の意識改革と能力向上、多様な主体

との協働・連携 

多分野における広域圏市町村連携事業の推進 
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（３ ）実施期間 

 この計画は、三種町みらい創造プランの中の基本政策「安定した行財政運

営のまち」として位置づけられ、本町のまちづくりを支えるために取り組み

ます。 

 そのため、実施期間は三種町みらい創造プランの期間と同様とし、期間内

に大きな社会情勢等の変化があり、新たな課題が生じた場合には、必要に応

じて見直しを行います。 

 

①実施期間 

   令和３年度から令和７年度まで（５年間） 

 

②推進体制 

   町長を本部長とする「三種町行財政改革推進本部」の下で全庁を挙げて 

取り組みます。 

 

③進行管理 

   毎年度の取組実績については、三種町行財政改革推進本部及び外部委員 

により構成される三種町行財政改革大綱策定委員会において、個々の取組 

内容や効果等について総合的に評価・検証し、次年度の取組に反映させて 

いきます。 

また、その評価を住民の皆様にわかりやすく公表しながら、着実に行財 

政改革を推進していきます。 
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第 2章 行財政改革大綱の体系・項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)組織・事務事業の見直

し 

(3)職員の資質向上 

①事業の選択と集中 

②公債費の削減 

③経常経費の削減 

④職員数等の適正管理 

２ 
健
全
な
財
政
運
営 

(1)歳出の抑制 

(2)歳入の確保 
①所得及び税収入等の向上 

②多様な収入の確保 

③受益者負担の適正化 

(3)公共施設の効率的な

管理運営 

①施設の適切な管理運営 

②施設の長期的な再配置計画 

①住民サービスの充実 

②事務手続きの効率化 

③業務の効率化 

(1)広域行政圏事業の推進 

①自治会活動の活性化支援 

②自治会間の連携推進 

③地域支え合い活動の推進 

３ 

広
域
連
携 

の
推
進 

①多分野における広域圏市町

村連携事業の推進 

①組織・機構の見直し 

②事務事業の見直し 

①職員の意識改革と能力 

向上 

(2)民間委託や情報通信

技術の活用 

(4)多様な主体との協働・

連携 

１ 

行
政
運
営
の
効
率
化
と 

行
政
改
革
の
推
進 



- 12 - 

 

第 3章 行財政改革大綱の取組方策 

 

１ 行政運営の効率化と行政改革の推進 

 
（１）組織・事務事業の見直し 

 平成１８年の合併後、機能的・効率的な組織を目指し、段階的に組織機構の 

見直しを行ってきましたが、今後さらなる少子高齢化により行政課題は高度多 

様化し、財政的にも人口減少に伴う税収の減や地方交付税の縮減が見込まれま 

す。その一方、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施 

行により、時間外労働時間の制限や休暇の取得推進など、ワーク・ライフ・バ 

ランスの推進も課せられている中で、自主的・自律的な行政運営のためには、 

さらなる組織機構の見直しや事務事業の効率化を推進する必要があります。今 

後は、支所や職員配置の在り方について、住民サービスの低下を招かないよう 

考慮しながら適時・適切な見直しが行えるよう検討していきます。 

少子化による園児、児童生徒数の減少は今後さらに続きます。学校の在り方

については、小・中学校再編の方向性が検討され、小・中学校のあるべき姿に

ついて、児童生徒の教育機会均等及び教育水準向上のための望ましい教育環境

を確保する観点から、小学校については３地域ごとに１校に再編、中学校につ

いては町１校に再編することで方向付けられ、今後は学校再編計画を策定し、

保護者及び地域住民への十分な説明が必要となります。 

また、公立・民間保育施設、幼児教育施設については、公立保育施設の統合

や、今後のさらなる少子化の進展を見据え、民間・公立施設の適正規模の検討

や組織統合の合意形成を図っていく必要があります。町の未来を担う子どもた

ちがどのような保育・教育環境の中で育っていくべきか、保育・幼児施設、保

護者や地域の意見を踏まえ、今後も、喜びを分かち合える仲間と充実した環境

の中で心豊かに成長できるよう、保育・教育環境の整備に取り組んでいきます。 
  

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①組織・機構の見直し ◆機構改革の検討 

◆幼児・学校教育等の教育環境の改善と整備 

②事務事業の見直し ◆団体支部の統合・自立等の促進 

◆第三セクターの統廃合の検討 

◆行政評価制度の導入 

◆行政連絡員制度の見直し 
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（２）民間委託や情報通信技術の活用 

 限られた財源と職員数の中で、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、

情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）を活用し、より効率的・効果的な業務と

行政サービスの提供を図ります。 

諸証明の発行事務については、費用対効果や業務効率を十分見極めながら発

行窓口の拡充や高齢化により多様化する受付業務について検討します。各種事

務手続きや業務の効率化については、情報通信技術や人工知能を活用した行政

サービスや業務の効率化を検討します。 

また、これまで町が直接実施している業務について、民間に委ねることがで

きる業務は民間委託を検討します。 

  

取 組 項 目 主  な  内  容 

①住民サービスの充実 ◆諸証明発行窓口の拡充 

◆民間業務委託の推進 

②事務手続きの効率化 ◆受付業務体制の多様化 

◆電子申請の導入 

◆電子決裁の導入 

③業務の効率化 ◆ＩＣＴ・ＡＩ等による業務の効率化の検討 

  

（３）職員の資質向上 

 これまで、接遇の改善や研修機会の拡大に積極的に取り組んできました。接

遇は一定の改善が見られるほか、研修計画に基づき多くの職員が研修を受講す

るようになりました。これを維持し、社会情勢の変化を踏まえた人材育成に対

応していくため、能力開発やさらなる職員の資質向上と意識改革を図ります。 

人事評価制度の重要性について理解を深めながら、給与、処遇への反映を前

提とした制度構築を検討します。また、既存の研修フォーマットや能力開発メ

ニューを最大限活用し、公務員としての基本的知識の習得や職務ごとに必要な

能力を磨き上げることができるよう、「人が育つ」環境を充実させていきます。 

 

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①職員の意識改革と能力

向上 

◆人事評価制度の効果的活用 

◆職員研修の充実 

 



- 14 - 

 

（４）多様な主体との協働・連携 

  限られた行政資源(予算・人員)の中で、高度化・多様化する行政課題のす

べてに対し、行政だけで対応し続けることが困難な状況となっています。こ

のため、町政の主役である住民と行政による協働のまちづくりを進め、自治

会や自主的な組織活動を支援していますが、今後も継続して支援する必要が

あります。その一方で、少子高齢化や人口減少により、集落によっては自治

会運営の弱体化も懸念されることから、他の自治会と連携した取り組みや、

多様な団体等の連携による地域支え合い活動を推進していく必要があります。 

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①自治会活動の活性化支援 ◆自治会交付金による支援 

②自治会間の連携推進 

◆近隣自治会による連携した自治会活動の

推進 

◆自治会再編の検討 

③地域支え合い活動の推進 ◆多様な団体の連携や活動の支援 
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２ 健全な財政運営 

（１）歳出の抑制 

 これまでも持続可能な財政基盤の確立と健全な財政運営をめざし、集中改革

プランや推進計画において総人件費の抑制や内部経費の削減、公共施設の統廃

合・再配置などを積極的に実施してきました。今後は、これまで実施してきた

取り組みを継続しながら、適正で効率的な予算執行に徹底して取り組んでいき

ます。また、昨今頻発する大規模災害や、新型コロナウイルス感染症に伴う経

済の悪化による地方交付税への影響も十分想定しながら、実質公債費比率の健

全状態を維持していくため、重点事業を明確化し事業の選択と集中を行います。

また、経常経費の削減や職員数等の適正管理も継続して行っていかなければな

りません。 

 事業の選択と集中については、住民の行政需要における優先度を判断し、計

画に位置付けられた事業や財源的に裏付けのある事業を優先的に予算措置を行

います。また、事業の計画的な実施及び交付税算入される地方債を中心に発行

することにより、実質公債費比率を健全な状態で維持します。 

 また、職員数等の適正管理においても、重点施策や業務のバランスを勘案し

ながら定員管理の適正化に取り組みます。 

  

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①事業の選択と集中 ◆重点施策への予算措置 

②公債費の削減 ◆実質公債費比率の健全化状態維持 

③経常経費の削減 ◆内部経費の削減 

◆町単独補助金の適正化 

④職員数等の適正管理 ◆職員の定員管理計画の推進 
 

（２）歳入の確保 

 人口減少による税収の減少及び新型コロナウイルス感染症による、経済や基

幹産業である農業への影響により、今後所得の減少に伴う町税収入等の減収が

懸念されます。 

 今後は、地域雇用創出推進や資格取得支援等による企業支援及び町内消費の

拡大による雇用対策や、関係機関との連携を図りながら農業経営体の育成と支

援を行っていくことで、住民の所得向上・町税等の安定的な確保を目指します。 
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 収納率については、引き続き口座振替の推進や臨戸徴収の強化や ICT を活用

した収納機会の拡充を検討し、収納率の向上を図ります。 

 税及び税外未収金については、基準に沿った滞納処分により、適切な債権管

理や未収金の抑制に努めます。 

 また、多様な収入を確保するため、未利用財産の公売による処分を積極的に

進めるほか、ふるさと納税では返礼品の充実や寄付の活用状況を広く周知する

ことでリピーター及び寄付額の増加を図ります。 

 利用料、使用料については、これまで通り、受益に見合った負担という公平

性の観点から、料金設定について運営経費等との比較検討を行い、受益者負担

の適正化を図ります。 

 

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①所得及び税収入等の 

向上 

◆所得・税収の増加施策 

◆町税等に係る収納率の向上 

◆税及び税外未収金の管理・回収の強化 

②多様な収入の確保 ◆未利用財産の有効活用 

◆ふるさと納税の推進 

◆広告収入の確保 

◆資源ごみリサイクルの推進 

③受益者負担の適正化 ◆受益者負担の見直し 

 

（３）公共施設の効率的な管理運営 

公共施設を取り巻く環境は、人口減少の進行・人口構成の変化や利用需要の

変化、既存施設における維持更新投資の必要性など、非常に厳しい状況にある

といえます。行政系施設や地区館・集会所等の町民文化系施設、スポーツ・レ

クリエーション・子育て支援・学校教育系施設など、行政サービスや住民活動

の拠点となる公共施設の多くが、建築後３０年以上経過しており、一部では老

朽化も進んでいます。 

町では、平成２９年に「三種町公共施設等個別施設計画」を策定し、個別施

設ごとの改築・改修・廃止・除却等の具体的な方向性について定めました。今

後は、具体的な方向性について計画的に実施し、検討を要する施設については

速やかにより具体的な方向性を示すよう推進していきます。 

経常経費の削減については、公共施設に係る内部経費の削減を目指し、省エ

ネ対策や長寿命化対策を推進し、分野別施設における施設管理費の分析を行い、
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経費削減を図ります。 

また、維持管理や運営方法については、民間活力を導入することでサービス

の維持・向上が図られるものや経費の削減が見込まれるものは、積極的に民間

委託や指定管理者制度の活用を推進します。 

 

【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①施設の適切な管理運営 ◆指定管理者制度及び民間による施設管理の 

検討 

◆施設管理費の公表と削減 

②施設の長期的な再配置

計画 
◆公共施設等個別施設計画の推進 
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３ 広域連携の推進 

（１）広域行政圏事業の推進 

 広域連携については、これまでも「能代山本広域市町村圏組合」や「秋田県

後期高齢者医療広域連合」、「秋田県町村電算システム共同事業組合」において、

県内市町村や近隣市町村との協力・連携を図りながら、防災や衛生、介護や後

期高齢医療における事務の柔軟かつ効率的処理、システム費用の低減化や事務

の標準化に取り組んできました。 

しかし、今後さらに人口減少が進行していくなかで、町の発展を続けていく

ためには、町単独での事業展開だけではなく、今まで以上に連携・協力し、住

民の生活に必要な機能を確保しなければなりません。 

 今後は、医療、福祉、観光・産業振興、地域公共交通など多分野での連携を

図りながら、より高い効果と効率性、また、行政連携による経費の節減を目指

します。 

 

 【取組内容】 

取 組 項 目 主  な  内  容 

①多分野における広域圏

市町村連携事業の推進 
事務・事業等の共同化の推進 

 


